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｢訟
」
と
「
訴
」
と
の
違
い

『春
秋
左
氏
伝
』（
以
下
、『
左
伝
』
と
略
称
す
る
。）
文
公
十
四
年
（
前
六
一
三
）
条
に
「
周
公
、
将
に
王
孫
蘇
と
晋
に
訟
せ
ん
と
す
。

王
、
王
孫
蘇
に
叛そ

む

く
。
而
し
て
尹
氏
と

タ
ン

啓
と
を
し
て
、
周
公
を
晋
に
訟
せ
し
む
。（
原
文
。
周
公
将
与
王
孫
蘇
訟
于
晋
。
王
叛
王
孫
蘇
。
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而
使
尹
氏
与

啓
訟
周
公
于
晋
。）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
従
来
、「
周
の
宰
で
あ
る
周
公
が
王
孫
蘇
を
相
手
ど
り
晋
に
訴
え

よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
今
ま
で
王
孫
蘇
に
味
方
し
て
い
た
周
の
王
が
王
孫
蘇
を
裏
切
り
、
尹
氏
と

啓
と
を
遣
し
て
、
周
公
の
方
が

正
し
い
と
晋
に
申
し
出
た
。」（
竹
内
照
夫
訳
『
春
秋
左
氏
伝
』（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
。
一
三
五
頁
）
の
訳
文
を
少
し
変
え
た
。）
と
い

う
意
味
に
受
け
取
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
滋
賀
秀
三
「
左
伝
に
現
わ
れ
る
訴
訟
事
例
の
解
説
」（『
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁

判
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
五
章
。
初
出
は
一
九
八
九
年
。）
は
、
こ
の
記
事
を
、
周
公
が
王
孫
蘇
と
晋
で
対
決
弁
論
し
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
周
の
王
は
王
孫
蘇
を
見
限
っ
て
、
王
孫
蘇
の
代
わ
り
に
尹
氏
と

啓
と
を
派
遣
し
て
、
晋
で
周
公
と
対
決
弁
論
さ
せ
た
、
と

い
う
意
味
に
理
解
し
て
い
る
（
一
二
八
頁
か
ら
三
〇
頁
）。
滋
賀
論
文
は
、「
訟
」
を
「
う
っ
た
え
る
」
と
読
む
の
で
は
な
く
、
第
三
者
の

前
で
対
決
弁
論
す
る
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
の
で
あ
る
（
一
一
八
頁
）。

滋
賀
論
文
の
文
公
十
四
年
条
の
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
は
、「
従
来
の
理
解
の
ま
ま
で
宜
し
い
。
新
説
に
は
無
理
が
あ
る
、
と
い

う
批
判
を
複
数
の
」
研
究
者
か
ら
受
け
た
、
と
い
う
（
同
上
論
文
一
六
〇
頁
「
後
記
」
⚑
）。
し
か
し
、
滋
賀
論
文
の
理
解
の
方
が
正
し

い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
籾
山
明
「
春
秋
訴
訟
論
」（『
法
制
史
研
究
』
37
掲
載
、
昭
和
六
十
三
年
。
六
頁
か
ら
七
頁
）
が
説
く
よ
う
に
、

「
獄
」
字
は
本
来
、「
相
い
争
う
両
者
が
主
張
を
闘
わ
せ
る
」
即
ち
対
決
弁
論
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
訟
」
字
は
、
管
見

の
限
り
、
前
漢
末
ま
で
に
成
立
し
た
書
籍
の
文
で
は
、「
獄
」
字
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
「
獄
訟
」「
訟
獄
」
と
い
う
語
に
な
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、「
う
っ
た
え
る
」
と
い
う
意
味
の
「
訴
」「
愬
」
字
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
「
訴
訟
」「
愬
訟
」
と
い
う
語
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

よ
っ
て
、「
訟
」
字
は
、
前
漢
末
ま
で
に
成
立
し
た
書
籍
（『
左
伝
』
を
含
む
。）
の
文
で
は
、「
う
っ
た
え
る
」
と
い
う
意
味
を
持
た
ず
、

「
獄
」
字
と
同
じ
く
対
決
弁
論
を
意
味
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

｢訟
」
が
「
う
っ
た
え
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
後
漢
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
周
礼
』
秋
官
、
大
司
寇
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の
「
以
両
造
、
禁
民
訟
」
の
文
に
附
さ
れ
た
鄭
玄
の
注
に
「
訟
と
は
、
財
貨
を
以
て
相
い
告
す
る
者
を
謂
う
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
訟
」
字
が
「
訴
」
字
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
「
訴
訟
」
の
語
が
現
れ
る
最
も
早
い
例
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、『
三
国
志
』
巻
八
、
魏
書
、

公
孫
瓉
伝
に
附
さ
れ
た
裴
松
之
の
注
が
引
く
韋
昭
撰
『
呉
書
』
に
、「
時
に
郷
曲
、
訴
訟
す
る
と
こ
ろ
有
れ
ば
、
以
て
吏
に
詣
ら
ず
、
自

ら
（
劉
）
虞
に
投
じ
て
之
れ
を
平
せ
し
む
。」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
後
漢
書
』
巻
六
、
質
帝
紀
、
本
初
元
年
（
一
四
六
）
正
月

丙
申
詔
に
、「
闕
を
守
り
て
訴
訟
す
る
こ
と
、
前
後
、
絶
え
ざ
ら
し
む
る
に
至
る
。」
と
あ
る
。

二

国
際
裁
判
と
国
内
裁
判
と
の
区
別

滋
賀
前
掲
論
文
は
、「
上
代
中
国
（
原
注
。
お
よ
そ
春
秋
時
代
以
前
を
い
う
）
に
お
け
る
訴
訟
の
あ
り
方
」（
一
一
一
頁
）
を
考
え
る
た

め
に
、『
左
伝
』
の
中
の
い
く
つ
か
訴
訟
と
関
わ
り
の
あ
る
文
段
を
読
ん
だ
結
果
、
同
書
に
現
れ
る
訴
訟
の
諸
事
例
で
は
、
訟
を
聴
く
者

の
側
に
「
紛
争
の
妥
当
な
解
決
、
そ
の
収
拾
鎮
静
、
平
和
の
恢
復
を
目
途
と
す
る
調
停
の
姿
勢
が
目
立
つ
。」（
一
五
三
頁
）
と
し
、
春
秋

時
代
の
中
国
で
は
「
政
治
権
力
が
事
態
の
安
定
の
た
め
に
働
く
そ
の
世
話
や
き
機
能
を
発
揮
す
る
一
つ
の
場
と
し
て
訴
訟
が
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
」（
一
五
四
頁
）
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
帝
制
時
代
の
訴
訟
の
あ
り
方
を
、（
中
略
）〝
権
力
の
世
話
や
き
機
能
を
期
待

す
る
訴
訟
観
〟
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
春
秋
時
代
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
今
や
明
ら
か
に
な
っ
た
。」（
一
五
五
頁
）
と
断
定
し
て

い
る
。

し
か
し
、
訟
を
聴
く
者
の
側
に
「
調
停
の
姿
勢
が
目
立
つ
」
と
観
察
し
た
根
拠
と
し
て
、
文
公
十
四
年
条
、
成
公
四
年
・
五
年
条
、
成

公
十
一
年
条
、
襄
公
十
年
条
の
文
段
を
挙
げ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
文
公
十
四
年
条
の
文
段
で
は
、
周
人
対
周
人
の
争
訟
を
晋
人
が
裁
い
て

お
り
、
成
公
四
年
・
五
年
条
の
文
段
で
は
、
鄭
伯
対
許
男
の
争
訟
を
楚
人
が
裁
い
て
お
り
、
成
公
十
一
年
条
の
文
段
で
は
、
周
王
対
晋
人

『春
秋
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の
争
訟
を
晋
侯
が
裁
い
て
お
り
、
襄
公
十
年
条
の
文
段
で
は
、
周
人
対
周
人
の
争
訟
を
晋
人
が
裁
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ

ら
の
文
段
に
記
さ
れ
て
い
る
裁
判
は
、
国
際
裁
判
で
あ
っ
て
、
国
内
裁
判
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

入
江
啓
四
郎
『
中
国
古
典
と
国
際
法
』（
成
文
堂
、
昭
和
四
十
一
年
）
は
、「
春
秋
時
代
と
も
な
る
と
、
周
の
統
制
が
弱
体
化
し
た
た
め

に
、
封
建
諸
侯
の
地
位
が
相
対
的
に
強
力
と
な
り
、
周
と
諸
侯
の
宗
属
関
係
が
乱
れ
て
、
諸
侯
間
の
相
互
関
係
が
国
際
化
し
た
こ
と
に
着

目
し
、
そ
の
邦
際
関
係
を
国
際
法
に
準
じ
て
理
解
す
る
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」（
十
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
春
秋
時
代
、
厳
格
な
法
的
定
義
の
上
で
、
国
際
仲
裁
裁
判
ま
た
は
国
際
司
法
裁
判
に
相
当
す
る
制
度
も
し
く
は
先
例
を
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
類
似
し
た
も
の
は
、
全
然
な
い
わ
け
で
は
な
い
。」（
八
十
四
頁
）
と
述
べ
て
、『
左
伝
』
成
公
四
年
・
五
年

条
に
記
さ
れ
て
い
る
、
鄭
伯
対
許
男
の
争
訟
を
楚
人
が
裁
い
た
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

国
際
裁
判
で
あ
れ
ば
、
訟
を
聴
く
者
の
側
に
「
平
和
の
恢
復
を
目
途
と
す
る
調
停
の
姿
勢
が
目
立
つ
」
の
は
当
然
で
あ
る
。
春
秋
時
代

の
中
国
で
、「
政
治
権
力
が
世
話
や
き
機
能
を
発
揮
す
る
一
つ
の
場
と
し
て
訴
訟
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
」
こ
と
の
根
拠
に
は
な
ら
な

い
。
帝
制
時
代
の
中
国
の
裁
判
の
在
り
方
と
春
秋
時
代
の
中
国
の
裁
判
の
在
り
方
と
を
比
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、『
左
伝
』
の
裁
判
記
事
の

う
ち
、
各
国
の
国
内
裁
判
の
記
事
だ
け
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
滋
賀
論
文
が
取
り
上
げ
た
『
左
伝
』
の
裁
判
記
事

の
う
ち
、
国
内
裁
判
の
記
事
は
、
昭
公
十
四
年
条
及
び
昭
公
二
十
八
年
条
の
裁
判
記
事
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
。
次
節
で
こ
の
二
つ
の
裁
判

記
事
を
検
討
す
る
。三

昭
公
十
四
年
条
及
び
二
十
八
年
条
の
裁
判
記
事

『左
伝
』
昭
公
十
四
年
（
前
五
二
八
。
晋
昭
公
四
年
）
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
竹
内
照
夫
訳
『
春
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秋
左
氏
伝
』（
前
掲
、
三
八
五
頁
）
及
び
滋
賀
前
掲
論
文
（
一
三
七
頁
か
ら
四
〇
頁
）
を
参
考
に
し
た
。『
左
伝
』
及
び
そ
の
注
疏
は
、
清

嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
『
左
伝
注
疏
』
の
影
印
本
（
中
文
出
版
社
）
を
見
た
（
以
下
同
じ
。）。

【
和
訳
】

晋
の
邢
侯
（
邢
邑
の
城
主
）
と
雍
子
（
鄐
邑
の
城
主
）
と
が
鄐
邑
の
土
地
を
争
い
ま
し
た
。
長
い
間
、
解
決
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

裁
判
官
の
士
景
伯
が
楚
に
行
っ
た
の
で
、
叔
魚
が
士
景
伯
の
代
理
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
執
政
の
韓
宣
子
が
叔
魚
に
命
じ
て
、
こ
の
未

解
決
の
争
訟
を
裁
か
せ
ま
し
た
。
罪
は
雍
子
に
あ
り
ま
し
た
。
雍
子
は
そ
の
娘
を
叔
魚
に
納い

れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
叔
魚
は
邢
侯
に
罪

が
あ
る
と
判
決
し
ま
し
た
。
邢
侯
は
怒
っ
て
、
叔
魚
と
雍
子
と
を
法
廷
で
殺
し
ま
し
た
。

韓
宣
子
が
そ
の
罪
を
叔
向
（
叔
魚
の
兄
。
晋
の
上
大
夫
。）
に
質
問
し
ま
し
た
。
叔
向
が
答
え
ま
し
た
。「
三
人
は
同
罪
で
す
。
生
存

者
に
刑
を
加
え
、
死
者
を
さ
ら
し
も
の
に
す
る
の
が
よ
い
で
す
。
雍
子
は
自
分
に
罪
が
あ
る
の
を
自
分
で
わ
か
っ
て
い
て
、
贈
賄
し
て
、

自
分
を
直
と
す
る
判
決
を
買
い
ま
し
た
。
鮒
（
羊
舌
鮒
。
鮒
が
名
、
叔
魚
は
字
。）
は
裁
判
を
売
り
ま
し
た
。
邢
侯
は
勝
手
に
人
を
殺

し
ま
し
た
。
彼
ら
の
罪
は
同
じ
で
す
。
自
分
が
悪
い
の
に
他
人
の
善
を
奪
い
取
っ
て
自
分
の
善
に
す
る
こ
と
を
昬
と
言
い
ま
す
。
貪
っ

て
公
務
を
乱
す
こ
と
を
墨
と
言
い
ま
す
。
平
気
で
人
を
殺
す
こ
と
を
賊
と
言
い
ま
す
。『
夏
書
』
に
「
昬
・
墨
・
賊
は
殺
す
。」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
皐
陶
（
帝
舜
の
臣
）
の
刑
で
す
。
こ
れ
に
従
い
ま
し
ょ
う
。」
そ
こ
で
、
邢
侯
に
死
刑
を
科
し
、
雍
子
と
叔
魚
と
の
し

か
ば
ね
を
市
場
に
さ
ら
し
ま
し
た
。

【
原
文
】

晋
邢
侯
与
雍
子
争
鄐
田
。
久
而
無
成
。
士
景
伯
如
楚
。（
杜
預
注
。
士
景
伯
、
晋
理
官
。）
叔
魚
攝
理
。
韓
宣
子
命
断
旧
獄
。
罪
在
雍

『春
秋
左
氏
伝
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の
裁
判
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子
。
雍
子
納
其
女
於
叔
魚
。
叔
魚
蔽
罪
邢
侯
。（
杜
預
注
。
蔽
、
断
也
。）
邢
侯
怒
。
殺
叔
魚
与
雍
子
於
朝
。

宣
子
問
其
罪
於
叔
向
。
叔
向
曰
、
三
人
同
罪
。
施
生
戮
死
、
可
也
。（
杜
預
注
。
施
、
行
罪
也
。）
雍
子
自
知
其
罪
、
而
賂
以
買
直
。

鮒
也
鬻
獄
。
邢
侯
専
殺
。
其
罪
一
也
。
己
悪
而
掠
美
為
昬
。
貪
以
敗
官
為
墨
。
殺
人
不
忌
為
賊
。
夏
書
曰
、
昬
墨
賊
殺
。
皐
陶
之
刑
也
。

請
従
之
。
乃
施
邢
侯
、
而
尸
雍
子
与
叔
魚
於
市
。

こ
の
記
事
で
注
目
す
べ
き
点
は
、「
罪
は
雍
子
に
在
り
。」「
罪
を
邢
侯
に
蔽さ

だ

む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
権
利
が
無
い
土
地
を
争

う
こ
と
が
「
罪
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
帝
制
時
代
の
中
国
の
制
度
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
違
反
が
何
ら
か
の
罪

に
な
り
、
何
ら
か
の
刑
罰
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
権
利
が
無
い
土
地
を
争
う
こ
と
も
罪
で
あ
っ
た
こ
と
と
共
通
す
る
。

『左
伝
』
文
公
六
年
（
前
六
二
一
。
晋
襄
公
七
年
）
春
条
に
「
宣
子
（
杜
預
注
。
宣
は
趙
盾
の
謚
。）、
是
に
於
て
始
め
て
国
政
を
為
す
。

（
中
略
）
法
罪
を
正
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
晋
国
に
は
趙
盾
が
定
め
た
刑
法
が
既
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
の

裁
判
が
行
わ
れ
た
時
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
贈
賄
、
枉
判
、
殺
人
の
罪
に
対
し
て
、
自
国
の
法
律
で
は
な
く
、『
夏
書
』

に
従
っ
て
刑
を
当
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
夏
書
』
は
夏
王
朝
の
史
官
の
記
録
で
あ
る
。「
昬
墨
賊
殺
。」
の
文
は
、
現
在
伝
わ
っ
て
い

る
『
書
経
』
の
中
に
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
昭
公
十
四
年
条
の
記
事
で
は
、
土
地
を
争
う
両
当
事
者
の
う
ち
、
一
方
の
当
事
者
が
裁
判
官
に
贈
賄
し
て
「
直
」
を
買
っ
た
結
果
、

も
う
一
方
の
当
事
者
に
「
罪
」
が
あ
る
、
と
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
両
当
事
者
に
対
す
る
裁
判
は
、
相
争
う
両
当
事
者
の
主

張
に
対
し
て
二
者
択
一
の
判
定
を
行
う
裁
判
で
あ
っ
て
、「
紛
争
の
妥
当
な
解
決
、
そ
の
収
拾
鎮
静
、
平
和
の
恢
復
を
目
途
と
す
る
調
停
」

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
、
贈
賄
、
枉
判
、
殺
人
と
い
う
悪
事
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
裁
判
も
、「
調
停
」
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で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

滋
賀
論
文
が
取
り
上
げ
た
『
左
伝
』
の
裁
判
記
事
の
う
ち
、
も
う
一
つ
の
国
内
裁
判
の
記
事
は
、
昭
公
二
十
八
年
（
前
五
一
四
。
晋
頃

公
十
二
年
）
条
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
冬
、
晋
の
梗
陽
県
の
人
の
間
で
争
訟
が
あ
り
ま
し
た
。
県

の
大
夫
の
魏
戊
は
断
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
争
訟
案
件
を
執
政
の
魏
子
に
送
上
し
ま
し
た
。
一
方
の
当
事
者
の
大
宗
（
当
事
者
が
属
す

る
一
族
の
嫡
系
の
者
）
が
賄
賂
と
し
て
女
楽
人
を
魏
子
に
贈
り
ま
し
た
。
魏
子
は
こ
れ
を
受
け
取
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。（
中
略
）
結
局
、

献
子
（
魏
子
）
は
梗
陽
の
人
の
賄
賂
を
辞
退
し
ま
し
た
。（
原
文
。
冬
、
桔
陽
人
有
獄
。
魏
戊
不
能
断
。
以
獄
上
。
其
大
宗
賂
以
女
楽
。

魏
子
将
受
之
。（
中
略
）
献
子
辞
梗
陽
人
。）」

魏
子
は
魏
献
子
で
あ
り
、
魏
戊
は
そ
の
庶
子
で
あ
る
。
梗
陽
は
、
魏
献
子
が
執
政
と
な
っ
た
時
に
祁
氏
の
領
地
を
分
割
し
て
作
っ
た
七

県
の
一
つ
で
、
魏
戊
は
そ
の
大
夫
（
県
知
事
）
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
同
じ
昭
公
二
十
八
年
条
に
「
秋
、
晋
の
韓
宣
子
、
卒
す
。
魏
献
子
、

政
を
為
す
。
祁
氏
の
田
を
分
か
ち
て
以
て
七
県
と
為
す
。（
中
略
）
魏
戊
を
梗
陽
大
夫
と
為
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
裁
判
記
事
か
ら
は
、
魏
戊
及
び
魏
献
子
が
行
っ
た
裁
判
の
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
当
然
、
裁
判
官
の
「
調
停
の
姿

勢
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
敢
え
て
言
え
ば
、「
断
ず
る
能
わ
ず
」
と
い
う
表
現
、
及
び
一
方
の
当
事
者
が
裁
判
官
に
賄
賂
を

贈
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
の
裁
判
は
、
両
当
事
者
の
主
張
に
対
し
て
二
者
択
一
の
判
定
を
行
う
裁
判
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
滋
賀
論
文
が
取
り
上
げ
た
、『
左
伝
』
の
国
内
裁
判
の
記
事
二
つ
を
読
む
限
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
裁
判
で
、
裁
判
官

の
側
に
「
調
停
の
姿
勢
が
目
立
つ
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
つ
の
記
事
の
裁
判
で
は
、
相
争
う
両
当
事
者
の
主

張
に
対
し
て
二
者
択
一
の
判
定
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
春
秋
時
代
の
中
国
で
は
「
政
治
権
力
が
事
態
の
安
定
の
た
め
に

働
く
そ
の
世
話
や
き
機
能
を
発
揮
す
る
一
つ
の
場
と
し
て
訴
訟
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
」
と
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

『春
秋
左
氏
伝
』
の
裁
判
記
事
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と
こ
ろ
が
、
国
内
裁
判
で
裁
判
官
が
「
事
態
の
安
定
の
た
め
に
働
く
そ
の
世
話
や
き
機
能
を
発
揮
」
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
事
が
、

『
左
伝
』
の
中
に
確
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

四

鄭
の
子
展
の
裁
判

『左
伝
』
襄
公
二
十
二
年
（
前
五
五
一
。
鄭
簡
公
十
五
年
）
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
竹
内
訳
（
前

掲
、
二
六
九
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

【
和
訳
】

十
二
月
、
鄭
の
游

が
晋
に
行
こ
う
と
し
て
、
ま
だ
国
境
を
出
な
い
時
に
、
新
妻
を
出
迎
え
て
い
る
者
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
游

は

そ
の
新
妻
を
奪
っ
て
、
そ
の
地
の
城
邑
に
宿
泊
し
ま
し
た
。
丁
巳
の
日
に
、
そ
の
夫
が
子
明
（
游

の
字
が
子
明
。）
を
襲
撃
し
て
殺

し
、
妻
を
連
れ
て
逃
げ
ま
し
た
。

国
政
に
当
た
っ
て
い
た
子
展
は
、
游

の
子
の
良
に
は
父
親
の
卿
の
位
を
継
が
せ
ず
、
游

の
弟
の
大
叔
を
立
て
て
、
兄
の
卿
の
位

を
継
が
せ
て
、「
国
卿
は
、
君
主
の
補
佐
で
す
。
民
の
主
人
で
す
。
い
い
か
げ
ん
に
選
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
子
明
の
よ
う
な
類
の
者

は
は
ず
し
ま
し
ょ
う
。」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
妻
を
奪
わ
れ
た
者
を
捜
し
出
し
て
、
も
と
の
生
活
に
戻
ら
せ
ま
し
た
。
ま
た
、

游
氏
に
相
手
を
怨
ん
で
仕
返
し
を
し
な
い
よ
う
命
じ
て
、「
父
の
悪
事
を
さ
ら
け
出
す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。」
と
言
い

ま
し
た
。 関
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【
原
文
】

十
二
月
、
鄭
游

（「

」
は
も
と
「
販
」
に
作
る
。
阮
元
の
校
勘
記
に
拠
っ
て
改
め
た
。）、
将
如
（「
如
」
は
も
と
「
帰
」
に
作
る
。

阮
元
の
校
勘
記
に
拠
っ
て
改
め
た
。）
晋
。
未
出
竟
、
遭
逆
妻
者
。
奪
之
以
館
于
邑
。
丁
巳
、
其
夫
攻
子
明
殺
之
、
以
其
妻
行
。

子
展
、
廃
良
而
立
大
叔
（
杜
預
注
。
良
、
游
昄マ

マ

子
。
大
叔
、
昄マ

マ

弟
。）
曰
、
国
卿
、
君
之
貳
也
。
民
之
主
也
。
不
可
以
苟
。
請
舍
子

明
之
類
。
求
亡
妻
者
、
使
復
其
所
。
使
游
氏
勿
怨
（
杜
預
注
。
鄭
国
不
討
専
殺
之
人
。
所
以
抑
強
扶
弱
、
臨
時
之
宜
。）、
曰
、
無
昭
悪

也
。

游

は
、
鄭
の
六
卿
の
一
人
、
公
孫
蠆タ

イ

の
子
で
あ
る
。
魯
の
襄
公
十
九
年
に
蠆
が
歿
し
、
游

が
卿
位
を
嗣
い
だ
。
子
展
は
、
鄭
の
六

卿
の
一
人
、
公
孫
舍
之
で
あ
る
。
こ
の
時
、
国
政
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
。『
左
伝
』
襄
公
十
九
年
秋
八
月
条
に
「
鄭
人
、
子
展
を
し

て
国
に
当
た
ら
し
め
、
子
西
を
し
て
政
を
聴
か
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
妻
を
亡う

し
なう

者
を
求
め
、
其
の
所
を
復
せ
し
む
。
游
氏
を
し
て
怨
む
勿
か
ら
し
む
。」
の
文
に
附
さ
れ
た
杜
預
の
注
に
、「
鄭
国
、
専
殺

の
人
を
討
た
ざ
る
は
、
強
き
を
抑
え
弱
き
を
扶た

す

け
、
時
の
宜よ

ろ

し
き
に
臨
む
所
以
な
り
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
国
政
の
責
任
者
で
あ
る

子
展
は
、
游

が
卿
と
い
う
強
い
立
場
を
頼
み
に
し
て
人
妻
を
奪
い
、
そ
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
酌
ん
で
、
游

を
殺
し
た

者
を
無
罪
と
し
、
も
と
通
り
の
生
活
を
送
ら
せ
た
。
一
方
、
殺
さ
れ
た
游

の
一
族
に
対
し
て
は
、
游

を
殺
し
た
者
が
死
刑
に
な
ら
な

か
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
者
に
復
讐
す
れ
ば
、
游

の
悪
事
を
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
、
と
説
得
し
て
、
游

を
殺
し
た
者
を

怨
ま
な
い
よ
う
に
導
い
た
。
子
展
は
ま
さ
に
「
政
治
権
力
が
事
態
の
安
定
の
た
め
に
働
く
そ
の
世
話
や
き
機
能
を
発
揮
」
し
た
、
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

『春
秋
左
氏
伝
』
の
裁
判
記
事
に
つ
い
て
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五

鄭
の
子
産
の
裁
判

ま
た
、『
左
伝
』
昭
公
元
年
（
前
五
四
一
。
鄭
簡
公
二
十
五
年
）
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
竹
内
訳

（
前
掲
、
三
二
六
頁
か
ら
七
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

【
和
訳
】

鄭
の
大
夫
、
徐
吾
犯
の
妹
は
美
人
で
し
た
。
公
孫
楚
（
子
南
。
鄭
の
穆
公
の
孫
。）
が
聘
財
を
納
め
て
婚
約
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

後
か
ら
公
孫
黒
（
子
晳
。
穆
公
の
孫
。）
も
、
使
者
を
遣
し
て
強
引
に
雁
（
納
采
の
品
）
を
贈
っ
て
、
結
婚
を
申
し
込
み
ま
し
た
。（
中

略
。
徐
吾
犯
の
妹
自
身
に
選
ば
せ
た
結
果
、
彼
女
は
）
子
南
氏
（
公
孫
楚
の
家
）
に
嫁
ぎ
ま
し
た
。
子
晳
（
公
孫
黒
）
は
怒
り
ま
し
た
。

ほ
ど
な
く
し
て
、
衣
服
の
下
に
よ
ろ
い
を
着
け
て
、
子
南
に
会
い
ま
し
た
。
子
南
を
殺
し
て
、
そ
の
妻
を
奪
お
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

子
南
は
そ
れ
を
知
っ
て
、
ほ
こ
を
つ
か
ん
で
子
晳
を
追
い
か
け
、
四
つ
角
に
至
っ
て
ほ
こ
で
子
晳
を
撃
ち
ま
し
た
。
子
晳
は
傷
を
負
っ

て
帰
り
、
大
夫
に
告
訴
し
て
言
い
ま
し
た
。「
私
は
子
南
に
友
好
的
に
会
い
ま
し
た
。
子
南
が
私
に
悪
意
を
抱
い
て
い
る
と
は
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
負
傷
し
た
の
で
す
。」
大
夫
は
全
員
で
審
議
し
ま
し
た
。
執
政
の
子
産
が
言
い
ま
し
た
。「（
結
婚
問
題
で
は
子

南
が
直
で
あ
り
、
傷
害
事
件
で
は
子
晳
が
直
で
あ
り
）
直
が
均
し
け
れ
ば
、
年
齢
が
若
く
身
分
が
低
い
方
が
罪
に
な
り
ま
す
。
よ
っ
て
、

罪
は
公
孫
楚
（
子
南
）
の
方
に
あ
り
ま
す
。」

そ
こ
で
、
子
産
は
、
子
南
を
執
ら
え
、
責
め
て
言
い
ま
し
た
。「
国
の
大
節
は
五
つ
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
こ
れ
を
全
て
犯
し
ま
し

た
。
主
君
の
権
威
を
畏
れ
る
こ
と
、
為
政
者
の
命
令
に
従
う
こ
と
、
身
分
が
上
の
者
を
尊
ぶ
こ
と
、
年
上
の
者
に
仕
え
る
こ
と
、
親
族
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を
養
う
こ
と
、
こ
の
五
つ
は
国
を
成
り
立
た
せ
る
基
礎
で
す
。
今
、
主
君
が
国
に
お
ら
れ
る
の
に
、
あ
な
た
は
武
器
を
使
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
主
君
の
権
威
を
畏
れ
な
い
行
為
で
す
。
人
を
傷
害
し
て
国
の
き
ま
り
を
犯
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
為
政
者
の
命
令
に
従
わ
な
い
行

為
で
す
。
子
晳
は
上
大
夫
で
、
あ
な
た
は
下
級
の
大
夫
で
す
。
そ
れ
な
の
に
上
大
夫
に
対
し
て
へ
り
く
だ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は

身
分
が
上
の
者
を
尊
ば
な
い
ふ
る
ま
い
で
す
。
年
下
な
の
に
年
上
の
者
に
遠
慮
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
年
上
の
者
に
仕
え
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
従
兄
を
武
器
で
撃
ち
ま
し
た
。
こ
れ
は
親
族
を
養
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
主
君
は
「
余
は
あ
な
た
を
殺

す
に
忍
び
な
い
。
あ
な
た
を
ゆ
る
し
て
遠
方
に
追
放
し
ま
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
で
き
る
だ
け
急
い
で
出
発
し
な
さ
い
。
重

ね
て
罪
を
犯
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。」

五
月
庚
辰
、
鄭
は
游
楚
（
子
南
）
を
呉
に
追
放
し
ま
し
た
。
子
南
を
出
発
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
子
産
は
、
子
南
の
兄
の
子
で
あ
る
大

叔
に
相
談
し
ま
し
た
。
大
叔
が
言
い
ま
し
た
。「
私
（
原
文
。
吉
。
大
叔
の
名
。）
は
自
分
の
身
を
守
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
し

て
一
族
の
者
を
か
ば
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
た
び
の
処
分
は
国
の
処
分
で
す
。
私
的
な
制
裁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た

は
鄭
国
の
利
益
を
考
え
て
、
子
南
を
追
放
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
ま
た
何
の
疑
い
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。（
中
略
）
私
が
も
し
罪

を
獲
て
、
あ
な
た
が
私
を
追
放
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
游
氏
一
族
に
対
し
て
何
の
遠
慮
も
要
り
ま
せ
ん
。」

【
原
文
】

鄭
徐
吾
犯
之
妹
美
。（
杜
預
注
。
犯
、
鄭
大
夫
。）
公
孫
楚
聘
之
矣
。（
杜
預
注
。
楚
、
子
南
。
穆
公
孫
。）
公
孫
黒
又
使
強
委
禽
焉
。

（
杜
預
注
。
禽
、
鴈
也
。
納
采
用
鴈
。）（
中
略
）
適
子
南
氏
。
子
晳
怒
。
既
而
櫜
甲
、
以
見
子
南
、
欲
殺
之
而
取
其
妻
。
子
南
知
之
、

執
戈
逐
之
。
及
衝
、
撃
之
以
戈
。
子
晳
傷
而
帰
、
告
大
夫
曰
、
我
好
見
之
。
不
知
其
有
異
志
也
。
故
傷
。
大
夫
皆
謀
之
。
子
産
曰
、
直

鈞
、
幼
賤
有
罪
。
罪
在
楚
也
。（
杜
預
注
。
先
聘
、
子
南
直
也
。
子
南
用
戈
、
子
晳
直
也
。
後
略
。）

『春
秋
左
氏
伝
』
の
裁
判
記
事
に
つ
い
て

一
一

(一
一
三
八
)



乃
執
子
南
而
数
之
曰
、
国
之
大
節
有
五
。
女
皆
奸
之
。
畏
君
之
威
、
聴
其
政
、
尊
其
貴
、
事
其
長
、
養
其
親
。
五
者
所
以
為
国
也
。

今
、
君
在
国
、
女
用
兵
焉
。
不
畏
威
也
。
奸
国
之
紀
。
不
聴
政
也
。（
杜
預
注
。
奸
国
之
紀
、
謂
傷
人
。）
子
晳
、
上
大
夫
、
女
、
嬖
大

夫
、
而
弗
下
之
。
不
尊
貴
也
。
幼
而
不
忌
。
不
事
長
也
。
兵
其
従
兄
。
不
養
親
也
。
君
曰
、
余
不
女
忍
殺
、
宥
女
以
遠
。
勉
速
行
乎
。

無
重
而
罪
。

五
月
庚
辰
、
鄭
放
游
楚
於
呉
。
将
行
子
南
、
子
産
咨
於
大
叔
。（
杜
預
注
。
大
叔
、
游
楚
之
兄
子
。）
大
叔
曰
、
吉
不
能
亢
身
。
焉
能

亢
宗
。
彼
国
政
也
。
非
私
難
也
。
子
図
鄭
国
利
、
則
行
之
。
又
何
疑
焉
。（
中
略
）
吉
若
獲
戻
、
子
将
行
之
、
何
有
於
諸
游
。

子
南
を
殺
し
て
そ
の
妻
を
奪
う
目
的
で
訪
ね
て
来
た
子
晳
を
、
子
南
は
ほ
こ
で
撃
っ
て
負
傷
さ
せ
た
。
執
政
の
子
産
は
、
正
し
さ
が
等

し
け
れ
ば
罪
は
幼
賤
の
方
に
あ
る
、
と
い
う
理
由
で
、
罪
は
子
南
の
方
に
あ
る
、
と
判
定

し
た
。
罪
の
内
容
は
、
主
君
が
国
に
居
る
時
に
武
器
を
用
い
、
人
を
負
傷
さ
せ
た
、
し
か

も
、
負
傷
さ
せ
た
相
手
が
自
分
よ
り
身
分
が
上
で
、
近
親
の
年
長
者
で
あ
る
従
兄
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
罪
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
子
南
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
処
分

を
与
え
る
か
、
子
産
が
主
君
で
あ
る
簡
公
（
在
位
前
五
六
五
～
前
五
三
〇
）
に
判
断
を
仰

い
だ
と
こ
ろ
、
殺
す
に
は
忍
び
な
い
の
で
遠
方
に
追
放
せ
よ
、
と
い
う
命
令
が
下
っ
た
。

そ
の
後
で
、
子
南
を
追
放
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
子
産
は
、
子
南
の
兄
の
子
で
卿
で
あ
る

大
叔
に
相
談
し
て
、
そ
の
同
意
を
得
た
。

子
産
が
、
子
南
に
与
え
る
処
分
を
主
君
に
決
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
、
及
び
、
子
南
の
一
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族
の
有
力
者
か
ら
、
処
分
に
対
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
、
子
産
も
ま
た
、「
事
態
の
安
定
の
た
め
に
働
く
世
話
や
き
機

能
」
を
発
揮
し
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
子
展
の
裁
判
と
子
産
の
裁
判
と
の
関
係
者
の
系
図
を
掲
げ
て
お
く
。

六

｢事
を
議
り
て
以
て
制
す
る
」
裁
判

『左
伝
』
の
国
内
裁
判
の
記
事
で
、
裁
判
の
在
り
方
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
を
持
つ
も
の
は
、
以
上
に
紹
介
し
た
四
つ
の
記

事
、
即
ち
昭
公
十
四
年
条
の
晋
の
裁
判
の
記
事
、
同
二
十
八
年
条
の
晋
の
裁
判
の
記
事
、
襄
公
二
十
二
年
条
の
鄭
の
裁
判
の
記
事
、
昭
公

元
年
条
の
鄭
の
裁
判
の
記
事
が
全
て
で
あ
る
。
晋
の
裁
判
の
記
事
二
つ
、
鄭
の
裁
判
の
記
事
二
つ
だ
け
し
か
な
い
。

鄭
は
、
魯
の
昭
公
六
年
（
前
五
三
六
。
鄭
簡
公
三
十
年
）
に
刑
書
を
鼎
に
鋳
て
、
刑
法
を
人
民
に
公
開
し
た
（『
左
伝
』
同
年
三
月
条

及
び
そ
の
杜
預
注
）。
晋
も
ま
た
、
魯
の
昭
公
二
十
九
年
（
前
五
一
三
。
晋
頃
公
十
三
年
）
に
刑
鼎
を
鋳
て
、
刑
法
を
人
民
に
公
開
し
た

（『
左
伝
』
同
年
冬
条
）。
四
つ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
晋
の
裁
判
及
び
鄭
の
裁
判
は
す
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
刑
書
を
鋳
る
前
に
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
刑
書
を
鋳
て
人
民
に
公
開
し
な
い
と
、
罪
刑
法
定
主
義
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
が
欠
け
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
裁
判
は
、

旧
中
国
で
罪
刑
法
定
主
義
が
成
立
す
る
以
前
に
行
わ
れ
た
裁
判
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

『左
伝
』
昭
公
六
年
三
月
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
晋
の
叔
向
が
鄭
の
子
産
に
送
っ
た
、
鄭
が
刑
書
を
鋳
た
こ
と
を
非
難
す
る
手
紙
の

中
に
、「
昔
、
先
王
、
事
を
議
り
て
以
て
制
す
。
刑
辟
を
為つ

く

ら
ず
。（
原
文
。
昔
、
先
王
、
議
事
以
制
、
不
為
刑
辟
。）（
和
訳
。
昔
有
徳
の

天
子
は
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
し
、
あ
ら
か
じ
め
刑
法
を
制
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。）」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。「
事
を
議
り
て
以
て
制
す
る
（
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
す
る
）」
裁
判
は
、
ま
さ
に
「
政
治
権
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力
が
事
態
の
安
定
の
た
め
に
働
く
そ
の
世
話
や
き
機
能
を
発
揮
す
る
」
裁
判
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
刑
法
を
定
め
て
、
そ
れ

を
鼎
に
鋳
て
、
人
民
に
公
開
す
る
前
の
鄭
国
及
び
晋
国
で
も
、「
事
を
議
り
て
以
て
制
す
る
」
裁
判
、
即
ち
「
政
治
権
力
が
世
話
や
き
機

能
を
発
揮
す
る
」
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
四
つ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
裁
判
は
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
の
実
例
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
い
く
ら
「
事
件
が
起
こ
る
た
び
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
下
し
て
解
決
す
る
」
裁
判
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
、
全
く
自
由
な
裁

判
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
昭
公
十
四
年
条
の
晋
の
裁
判
の
記
事
に
「
罪
は
雍
子
に
在
り
。」「
罪
を
邢
侯
に
蔽さ

だ

む
。」「
三
人
同
罪
。」

と
あ
り
、
昭
公
元
年
条
の
鄭
の
裁
判
の
記
事
に
「
直
、
鈞
し
け
れ
ば
幼
賤
、
罪
有
り
。
罪
は
楚
に
在
る
な
り
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
晋
国

で
刑
鼎
を
鋳
る
前
に
行
わ
れ
た
裁
判
で
は
、
土
地
争
い
で
理
が
な
い
と
さ
れ
た
当
事
者
、
贈
収
賄
、
殺
人
と
い
う
悪
事
を
行
っ
た
と
認
め

ら
れ
た
者
に
「
罪
」
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
て
お
り
、
鄭
国
で
刑
鼎
を
鋳
る
前
に
行
わ
れ
た
裁
判
で
は
、
目
上
の
者
を
傷
害
す
る
と
い
う
悪

事
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
当
事
者
に
「
罪
」
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
裁
判
で
も
、
ど
の
当
事
者
に
「
罪
」
が
あ
る
か

の
判
定
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
二
つ
だ
け
の
裁
判
記
事
か
ら
読
み
取
っ
た
特
徴
で
は
あ
る
が
、
裁
判
官
が
ど
の
当
事
者
に
「
罪
」
が
あ
る
か
の
判
定
を
行
う
、

と
い
う
特
徴
は
、
後
世
の
帝
制
時
代
の
中
国
の
裁
判
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
特
徴
は
、
こ
の
二
つ
の
記
事
に
見
ら
れ

る
裁
判
が
た
ま
た
ま
持
っ
て
い
る
特
徴
で
は
な
く
、
刑
鼎
を
鋳
る
前
の
鄭
国
及
び
晋
国
の
裁
判
全
体
の
特
徴
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
「
事
を

議
り
て
以
て
制
す
る
」
先
王
の
裁
判
の
特
徴
で
も
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
と
、「
事
を
議
り
て
以
て
制
す
る
」
裁
判
は
、
全
く
自
由
な
裁
判
で
は
な
く
、
裁
判
官
が
、
ど
の
当
事
者
に
罪
が
あ
る
か
を
判
定

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
た
上
で
、
罪
が
あ
る
と
さ
れ
た
者
に
対
す
る
適
切
な
刑
罰
や
処
分
を
量
定
し
た
り
、
紛
争
を
解
決
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し
鎮
静
さ
せ
る
た
め
の
適
切
な
方
法
を
考
案
し
実
行
し
た
り
す
る
、
即
ち
「
事
態
の
安
定
の
た
め
に
働
く
世
話
や
き
機
能
を
発
揮
す
る
」

裁
判
で
あ
っ
た
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

七

結

び

『左
伝
』
昭
公
十
四
年
条
に
記
さ
れ
て
い
る
、
晋
の
邢
侯
と
雍
子
と
の
土
地
争
い
に
対
す
る
裁
判
で
は
、
雍
子
に
罪
が
あ
る
か
、
邢
侯

に
罪
が
あ
る
か
の
二
者
択
一
の
判
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
土
地
に
対
し
て
一
方
の
当
事
者
に
権
利
が
あ
れ
ば
、
他
方
の
当
事
者
に

は
権
利
が
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
裁
判
で
行
わ
れ
た
判
定
は
二
者
択
一
の
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
邢
侯
に
罪
が
あ
る
と
判
定
し

た
後
で
、
裁
判
官
の
叔
魚
は
、
邢
侯
に
与
え
る
処
分
を
決
め
る
「
世
話
や
き
機
能
」
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
、
怒
っ
た
邢
侯
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

後
世
の
旧
中
国
で
は
、
罪
刑
法
定
主
義
に
従
っ
て
、
刑
法
典
で
あ
る
律
が
制
定
公
布
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
罪
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
当

事
者
に
与
え
る
処
分
を
決
め
る
「
世
話
や
き
機
能
」
を
裁
判
官
が
発
揮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

法
定
刑
よ
り
も
軽
い
刑
罰
を
勝
手
に
科
す
る
裁
判
官
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
の
は
、「
事
を
議
り
て
以
て
制
す
る
」
裁
判
こ
そ
が
、
古
の

聖
王
が
行
っ
た
、
あ
る
べ
き
裁
判
で
あ
る
、
と
『
左
伝
』
昭
公
六
年
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
罪
刑
法
定
主
義
よ
り
も
儒

教
の
理
想
を
優
先
す
る
裁
判
官
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

[附
記
]
大
変
短
い
も
の
で
す
が
、
本
稿
を
栗
田
隆
先
生
に
捧
げ
、
先
生
の
御
退
職
の
記
念
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
の
御
健
康
、
今
後
の
御
活

躍
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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